
市有地等の貸付けに関する取扱基準                                                      

 

 

                          （平成元年６月１日付 １川企管第 113 号市長決裁） 

最近改正 令和７年６月 16日付 ７川財運第 318 号 

 

 （趣 旨） 

 第１条 市有地等の貸付けについては、法令又は他に定めがあるものを除くほか、この取扱基準に 

  よる。 

 （市有地等） 

 第２条 この取扱基準は、次の各号に掲げる市有地等を対象とする。 

 （１）土地及び建物（公営企業会計に係る財産を除く。）並びに市が借り受けている土地及び建

物 

 （２）基金により市が取得し、所有している土地 

 （貸付け） 

 第３条 この取扱基準による貸付けには、賃貸借、使用貸借のほか、地上権、地役権、その他これら 

  に準ずる権利の設定を含む。 

 （貸付けの原則） 

 第４条 市有地等の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。 

 （１）公用・公共用又は公益の事業の用に供する場合 

 （２）臨時設備の設置その他一時使用のため貸し付ける場合 

 （３）市の事務・事業を補佐し、又は代行する事務・事業を行う場合 

 （４）未利用の市有地等を暫定的に活用する場合 

 （５）前各号に掲げるもののほか、特別の理由により必要と認められる場合 

 ２ 前項第４号に該当する場合で、１０年以上の土地の貸付を行う場合には、借地借家法（平成

３年法律第９０号）第２２条、第２３条又は第２４条に規定する定期借地権等を設定するもの

とする。 

 ３ 財産の附帯設備等の使用に伴う光熱水費等（相当額）については、原則、借受者が負担する

ものとし、借受者と供給事業者による直接供給に係る手続により、借受者が供給事業者に直接

費用負担ができる場合を除き、「行政財産の目的外使用許可に係る光熱水費等の算定基準」

（平成 27 年１月 19 日付 26 川財運第 717 号）によるものとする。ただし、「行政財産の目的外

使用許可取扱要領」（平成 6 年 9 月 9 日付 6 川企管第 261 号）第７条第２項及び第３項の規定

を準用する場合は、この限りでない。 

 （転貸の規制） 

 第５条 貸付けした市有地等の転貸は認めない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

 （１）市有地等の一部を施設利用者の利便施設等として使用するなど貸付目的と密接に関連する

用途に供する場合 

 （２）市有地等の一部を電気・水道等の供給処理施設敷地等として使用する場合 

 （３）本市が公益上の目的から出資している法人が、当該出資の目的である事業を行う場合 

 （４）借地権又は定期借地権を設定した場合において、借地人が高齢等のため同居する推定相続



人又はその配偶者が建物の改築をし又は生前贈与を受ける場合 

 （５）前各号に掲げるもののほか、特に止むを得ない事情があると認められる場合 

 （解除権の留保） 

 第６条 市有地等の貸付けにあたっては、必ず解除権を留保するものとする。 

 （市有地等貸付審議委員会等への付議） 

 第７条 次の各号に該当する場合は、川崎市公有地等総合調整会議又は川崎市市有地等貸付審議委員

会のいずれかの議を経なければならない。 

 （１）第４条第１項第５号に該当する場合 

 （２）第５条第５号に該当する場合 

 （連帯保証人及び契約保証金） 

 第８条 市有地等の貸付けにあたっては、川崎市財産規則（昭和３９年４月１日規則第３３号）

（以下「財産規則」という。）第３２条第１項の規定により連帯保証人を立てなければならな

い。また、川崎市契約規則（昭和３９年４月１日規則第２８号）（以下「契約規則」とい

う。）第３２条第１項の規定により契約金額の１０分の１以上の額の契約保証金を納付しなけ

ればならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

契約の種類 連帯保証人 契約保証金 根拠法令等 

１ 契約期間が 1 年未満

であって、右記の契約

保証金を納付するとき 

免除 貸付料（月額）の 3 月分に相当

する額の範囲内で市長の定める

額の契約保証金 

財産規則第 32 条第 1 項第 1号 

 

２ 借受人が国、他の地

方公共団体、その他公

共的団体であるとき 

免除 免除 財産規則第 32 条第 1 項第 2号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 

３ 契約金額（※）を契

約期間の開始日から

30 日以内に全納する

とき 

免除 免除 財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 

４ 連帯保証人に代わる

確実な担保を提供する

とき 

免除 契約金額の 10 分の 1 以上の額

かつ、貸付料（月額）の 13 か

月分相当の額に貸付地の原状回

復に係る費用等（建物解体費用

等）の概算額を加えた額と比し

て、契約上の義務の履行を確保

するために十分な額の契約保証

金 

※ただし、借地借家法第 22 条

から第 24 条までの規定により

土地を貸し付ける場合又は同法

第 38 条の規定により建物を貸

し付ける場合であって、契約金

額の 10 分の 1 以上の額が著し

財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 



く実情にそぐわないと認められ

るものについては、貸付料（月

額）の 13 か月分相当の額に貸

付地の原状回復に係る費用等

（建物解体費用等）の概算額を

加えた額と比して、契約上の義

務の履行を確保するために十分

な額を契約保証金にすることが

できる。 

５ 借受人が電気・ガ

ス・電信電話・鉄道等

の公益事業を行う法人

であるとき 

免除 免除 財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 

６ 事務又は事業の遂行

上その他公益上特に必

要がある契約で、契約

金額が無償のとき 

免除 免除 財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 

７ 原状回復が容易な物

件（建物を除く）を設

置する場合で、契約期

間の開始日又は年度の

開始日から 30 日以内

にその会計年度の貸付

料（年額）を全額納付

するとき 

免除 要 財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

８ その他連帯保証人又

は契約保証金を免除す

る理由があるとき 

いずれか一方を免除 財産規則第 32 条第 1 項第 3号 

契約規則第 33 条第 1 項第 5号 

※「契約金額」とは契約期間全体に係る貸付料の総額をいい、次の計算式によって算出する。

契約金額＝貸付料（年額、月額、日額のいずれか）×貸付期間（＝契約期間）×減額率（該

     当する場合のみ）×消費税率（課税の場合のみ） 

 

２ 連帯保証人が個人の場合は極度額を定めるものとし、極度額は貸付料（月額）の１３か月分

相当以上の金額とする。ただし、建物所有を目的とする貸付契約など原状回復に係る費用等が

高額になると見込まれる場合は、貸付料（月額）の１３か月分相当以上の金額に貸付地の原状

回復に係る費用等（建物解体費用等）の概算額を加えた金額を極度額とする。 

３ 契約期間の変更や貸付料（月額）の改定等により契約金額を変更する場合において、既納の

契約保証金に過不足が生じたときは、契約規則第４９条第２項の規定に基づき、契約保証金の

追徴又は還付を行う。ただし、契約変更後の増減額が既結契約金額の３割に満たないとき、又

は特別の事由がある場合は、この限りでない。 



なお、前項に定める極度額については、貸付料（月額）及び原状回復に係る費用等が変更に

なる場合、変更後の金額に応じて変更するものとする。 

 

     附 則 

   （施行期日等） 

   １ この取扱基準は、平成元年６月１日から施行する。 

   ２ 「市有地・市有建物等に関する取扱方針」（昭和５１年８月１６日市長決裁）は廃止する。 

   ３ この取扱基準適用の際、現に貸付けしているものは、なお従前の例による。 

     附 則 

   （施行期日等） 

   １ この取扱基準は、平成１１年４月１日から施行する。 

   ２ この取扱基準適用の際、現に貸付けしているものは、なお従前の例による。 

附 則 

   （施行期日等） 

   １ この取扱基準は、平成２０年２月１５日から施行する。 

   ２ この取扱基準適用の際、現に貸付けしているものは、なお従前の例による。 

附 則 

   （施行期日等） 

   １ この取扱基準は、令和２年４月１日から施行する。 

   ２ この取扱基準適用の際、現に貸付けしているものは、なお従前の例による。 

   ３ 「市有財産貸付契約における連帯保証人の免除の基準について」（２２川財運第１２３

７号平成２３年３月１０日市長決裁）は廃止する。 

附 則 

   この取扱基準は、令和４年１月 25 日から施行する。 

附 則 

   この取扱基準は、令和７年４月１日から施行する。 

     附 則 

（施行期日等） 

   １ この取扱基準は、令和７年７月１日から施行する。 

   ２ この取扱基準適用の際、現に貸付けしているものは、なお従前の例による。 


